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子ども安心安全防犯環境整備事業における防犯カメラの設置について（諮問） 

このことについて、伊勢崎市個人情報保護条例（平成１７年伊勢崎市条例第１８号）第

４７条第１項第３号の規定により、下記のとおり貴審査会の意見を求めます。 

 

記 

 

１ 諮問内容 

子ども安心安全防犯環境整備事業における防犯カメラの設置について 

 

２ 諮問の趣旨 

個人情報保護制度における防犯カメラの取扱いについて（平成２２年７月１２日付け

伊勢崎市情報公開・個人情報保護審査会答申第７号）において、「防犯カメラの設置区域

を拡大する際は市民の合意形成に努め、必要に応じて当審査会の意見を求めること」と

の意見が付されていたことから、子ども安心安全防犯環境整備事業において、小学校の

指定通学路等に防犯カメラを設置することについて、貴審査会の意見を求めるもの 

 

３ 資料 

別紙のとおり 



子ども安心安全防犯環境整備事業における 
防犯カメラの設置について 

 

 

１ 事業概要 

市内２４小学校からモデル校２校を選出し、防犯講習、キャンペーン等のソフト事業及び

通学路等に防犯カメラを設置するハード事業により、子どもたちが安心して安全に通学でき

る環境整備を行うもの 

 

２ 防犯カメラ設置台数 

防犯カメラ内蔵ＬＥＤ防犯灯 １０～１２基（一小学校区に５～６基） 

 

３ 防犯カメラの設置箇所 

⑴ 小学校の指定通学路又は学校周辺 

⑵ 一路線に連続設置（状況により２路線） 

⑶ 不審者情報及び犯罪のあった場所並びにその近接通学路 

⑷ 暗い場所（農作物への影響を考慮） 

⑸ 人の目が届かない場所 

⑹ 地域、学校等から危険箇所として設置を要望された場所 

 

４ 運用開始時期  平成２３年３月（予定） 

 

５ 情報保存期間  ７日間 

 

６ 情報保存箇所  防犯カメラ内蔵ＬＥＤ防犯灯に内蔵されているメモリカード 

 

７ 個人情報収集目的 

地域における子どもの安心安全対策として、犯罪の発生が多い通学路等にプライバシー保

護のための暗号化保存機能の付いた防犯カメラ内蔵ＬＥＤ防犯灯を設置し、子どもや保護者

が安心できる通学路を提供するとともに、警察の要請等に応じて撮影した映像を提供するも

の 

 

８ 担当部署     総務部安心安全課 



防犯講習会 街頭啓発活動 防犯カメラ設置

11月

12月

1月

2月

3月

3月31日

平成22年度 子ども安心安全防犯環境整備事業 実施フローチャート

市内各小学校・ＰＴＡへ事業説明及びモデル小学校区の募集

校門や大型商業施設等で主管
課、警察、地元関係団体等に
よる街頭啓発活動を月１回程
度実施

※のぼり旗を掲出し、ティッシュ
等を配布しながら子どもの安全
確保を呼びかける。

モデル小学校区の募集締め切り（希望多数又は希望が無い場合は主管課にて調査等を行い、２小学校区を選出）

モデル小学校区の決定（２小学校区）

設置箇所の協議・選定

講習会の開催
（各小学校区１回ずつ計２回開

催予定）

※防犯カメラの設置についても
説明する。

事 業 完 了

事 業 開 始

設置地域住民説明会

安心安全まちづくり市民
協議会に諮問・答申

防犯カメラ設置・運用

内容、会場、日程等の検討

関係団体等へ参加要請


